
2021年4月1日

令和７年２月３日

厚生労働省 北海道厚生局医療課

「ベースアップ評価料」に係る届出について



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（１）医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組

昨今の食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰の状況、30 年ぶりの高水準となる賃上げの状況などといった

経済社会情勢は、医療分野におけるサービス提供や人材確保にも大きな影響を与えているところ。

こうした中、令和６年度診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組として、特例的な対

応が行われた。

「ベースアップ評価料」が新設された背景

「ベースアップ評価料」が新設された

①外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ

→主として、医療に従事する医師及び歯科医師を除く、職員の賃金の改善を実施することについて評価したもの。

②外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ

→勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合に、賃金の改善を実施することについて評価したもの。

③入院ベースアップ評価料

→勤務する対象職員の賃金の改善を実施することについて評価したもの。

初・再診料、入院基本料等の点数が引き上げされた



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（１）医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組

「ベースアップ評価料」の対象となる職員（職種）

主として、医療に従事する職員（医師及び歯科医師を除く）とされており、以下のとおり。

専ら事務作業（医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除

く）を行うものは含まれない。



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（１）医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組

参考：ベースアップ評価料と初・再診料、入院基本料等の引き上げ 「令和６年度診療報酬改定と賃上げについて」

（令和６年２月15日厚生労働省保険局医療課）

→ ベースアップ評価料の新設

→ 初・再診料、入院基本料等の引き上げ



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（２）北海道における届出状況（令和７年２月１日現在）

①外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ（歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ）

②外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ（歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ）

③入院ベースアップ評価料

＜参考：保険医療機関数（北海道）＞

・病院：528機関

・有床診療所：309機関

・無床診療所：2,433機関

・歯科診療所：2,681期間
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外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ届出あり 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ届出なし
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外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ届出あり 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ届出なし
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病院 有床診療所 無床診療所 歯科診療所

入院ベースアップ評価料届出あり 入院ベースアップ評価料届出なし

※対象外



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（３）ベースアップ評価料に係る診療報酬

①外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ（１日につき）

②外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ（１日につき）

１ 初診時 ６点 ２ 再診時等 ２点 ３ 訪問診療時

イ 同一建物居住者等以外の場合 28点 ロ イ以外の場合 ７点

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）１ イ 初診又は訪問診療を行った場合 ８点 ロ 再診時等 １点

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）２ イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点 ロ 再診時等 ２点

↓

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）８ イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点 ロ 再診時等 ８点

※下記の式【A】に基づき、該当する区分のいずれかを届出し、算定する。



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（３）ベースアップ評価料に係る診療報酬

①歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ（１日につき）

②歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ（１日につき）

１ 初診時 10点 ２ 再診時等 ２点 ３ 歯科訪問診療時

イ 同一建物居住者以外の場合 41点 ロ 同一建物居住者の場合 10点

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）１ イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 ８点 ロ 再診時等 １点

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）２ イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 16点 ロ 再診時等 ２点

↓

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）８ イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 64点 ロ 再診時等 ８点

※下記の式【A】に基づき、該当する区分のいずれかを届出し、算定する。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の区分

【A】 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の区分
点数

（イ）

点数

（ロ）

0を超える 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）1 8点 1点

1.5以上 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）2 16点 2点

↓

7.5以上 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）8 64点 8点



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（３）ベースアップ評価料に係る診療報酬

③入院ベースアップ評価料（１日につき）

入院ベースアップ評価料１ １点

入院ベースアップ評価料２ ２点

↓

入院ベースアップ評価料165 165点

※下記の式【Ｂ】に基づき、該当する区分のいずれかを届出し、算定する。



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（３）ベースアップ評価料に係る診療報酬

参考：外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰに係る診療報酬の算定（イメージ）

＜収入額＞

初診料算定回数（１ヶ月）：300回（人） → 300回×６点＝1,800点＝18,000円

再診料算定回数（１ヶ月）：1,200回（人） → 1,200回×２点＝2,400点＝24,000円

→ 上記の仮定では、１ヶ月当たり、42,000円の収入額（増）となる。

＜留意点＞

収入は全て対象職員（医師と専ら事務作業を行うものは除く）に還元する必要がある。

→ 収入額【ア】 ＜ 賃上げ額【イ】 ※年度単位での確認（比較）が必要

【ア】令和７年２月から令和７年３月までの２ヶ月の収入額（診療報酬）

【イ】令和７年２月から令和７年３月までの２ヶ月の賃上げ額（給与支給）

対象職員が３名の場合は、収入額【ア】が42,000円となることから、42,000円÷３名＝14,000円の賃上げ／月（月額の固定給として）

が必要となる。

社会保険料等の事業主負担がある場合については、当該事業主負担を考慮し、約12,000円（14,000円÷1.165）の賃上げ／月でも良い

とされている。



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（４）ベースアップ評価料に係る届出方法

①届出書類

別添２

様式95

計画書

Excel

① ①

③

②

②



参考

１

２ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）等の届出について

届出を行う月 月

３ 対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）等により算定される点数の見込み、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）
等の区分の上限を算出する値（【B】）

（１）算出の際に用いる「対象職員の給与総額」等の期間

①算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の対象期間 （上記「２」の入力に連動）

□ 前年３月～２月 □ 前年６月～５月 ☑ 前年９月～８月 □ 前年12月～11月

②対象職員の給与総額（対象期間の１月当たりの平均）

円
※　外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）等の届出を検討している場合に記載すること。

　　 ただし、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）等の届出を検討していない場合は、記載不要。

※　「対象職員の給与総額」については、賞与や法定福利費等の事業主負担分を含めた金額を計上すること。（ただし、役員報酬については除く。）

また、看護補助者処遇改善事業補助金や本評価料による賃金引上げ分については、含めないこと。

（２）　外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）等の算定回数・金額の見込み

【算出の際に用いる「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の対象期間 】（上記「２」の入力に連動）

□ 前年12月～２月 □ ３月～５月 ☑ ６月～８月 □ ９月～11月

【対象期間の１月当たりの平均回数（実績）】

　①初診料等の算定回数

回

　②再診料等の算定回数

回

　③訪問診療料（同一建物以外）の算定回数

回

　④訪問診療料（同一建物の算定回数

回

　⑤歯科初診料等の算定回数

回

　⑥歯科再診料等の算定回数

回

　⑦歯科訪問診療料（同一建物以外）の算定回数

回

　⑧歯科訪問診療料（同一建物）の算定回数

回

300.0

1,200.0

11

600,000

賃金引き上げ計画書作成のための計算シート（IIを算定しない診療所向け）

保険医療機関コード 0000000

保険医療機関名 ○○クリニック

「ベースアップ評価料」に係る届出について

（４）ベースアップ評価料に係る届出方法

②「（参考）賃金引き上げ計画書作成のための計算シート」というシートに数値を入力する

対象の従業員全員の給与明細の総支給額（合算値）
×1.165 で算出

③



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（４）ベースアップ評価料に係る届出方法

③

③「（別添）賃金改善計画書」というシートに数値を入力する



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（５）ベースアップ評価料に係る届出の掲載場所（北海道厚生局ホームページ）



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（５）ベースアップ評価料に係る届出の掲載場所（北海道厚生局ホームページ）



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（５）ベースアップ評価料に係る届出の掲載場所（北海道厚生局ホームページ）



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（５）ベースアップ評価料に係る届出の掲載場所（北海道厚生局ホームページ）



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（５）ベースアップ評価料に係る届出の掲載場所（北海道厚生局ホームページ）



「ベースアップ評価料」に係る届出について

（５）ベースアップ評価料に係る届出の掲載場所（北海道厚生局ホームページ）


